
地域再生計画書本体新旧対象表 

旧 新 

１ 地域再生計画の名称 
（略） 

 
２ 地域再生計画の作成主体の名称 

（略） 
 
３ 地域再生計画の区域 

（略） 
 
４ 地域再生計画の目標 

（略） 
 
５ 目標を達成するために行う事業 

 ５－１全体の概要 
（略） 

 

 ５－２法第４章の特別の措置を適用して行う事業 

  汚水処理施設整備交付金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ［事業主体］ 

   菊川市 
 
 ［施設の種類］ 

   公共下水道、合併浄化槽 
 
 ［事業区域］ 

   公共下水道  菊川市公共下水道認可区域内 
  の一部 
   合併浄化槽  公共下水道整備区域外の市全 
  域 
 
 ［事業期間］ 

  公共下水道  平成１７年度～平成１９年度 
  合併浄化槽  平成１７年度～平成１９年度 
 
 
 ［整備量］ 
   公共下水道  φ１５０～φ４５０ 
  １８，１００ｍ 
   合併浄化槽 ６～７人槽 ２４０基 
     内訳 平成１７年度  ４０基 

        平成１８年度 １００基 
        平成１９年度 １００基 
  なお、各施設による新規事業規模は下記のとお 
 り。 

１ 地域再生計画の名称 
（略） 

 
２ 地域再生計画の作成主体の名称 

（略） 
 
３ 地域再生計画の区域 

（略） 
 
４ 地域再生計画の目標 

（略） 
 
５ 目標を達成するために行う事業 

 ５－１全体の概要 
（略） 

 

 ５－２法第４章の特別の措置を適用して行う事業 
  汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
   対象となる事業は、以下のとおり事業開始に 

  係る手続き等を了している。なお、整備箇所等 

  については、別添の整備箇所を示した図面によ 

  る。 

  ・公共下水道……平成１０年１２月に事業認可 

          平成１６年９月に変更認可 
 
 ［事業主体］ 

  ・いずれも菊川市 
 
 ［施設の種類］ 

  ・公共下水道、浄化槽（個人設置型） 
 
 ［事業区域］ 

  ・公共下水道  菊川市公共下水道認可区域内 
  の一部 
  ・浄化槽（個人設置型）  公共下水道整備区 
  域外の市全域 
 
 ［事業期間］ 

  公共下水道  平成１７年度～平成１９年度 
  浄化槽（個人設置型）  平成１７年度～平成 
  １９年度 
 
 ［整備量］ 
  ・公共下水道  φ１５０～φ４５０ 
  １８，１００ｍ 
  ・浄化槽  ５０４基 
 
 
 
  なお、各施設による新規の処理人口は下記の通 
 り。 



 
 
 
 ［事業費］ 
  公共下水道     １，６６７，４００千円 
        （うち、単費４３７，４００千円）

        （うち、国費６１５，０００千円）

  浄化槽（個人設置型）   ９８，６４０千円 
        （うち、国費 ３２，８８０千円）

  合 計       １，７６６，０４０千円 
        （うち、単費４３７，４００千円）

        （うち、国費６４７，８８０千円）
 
 
  ５－３その他の事業 

  区画整理事業・住宅造成事業 
   ・区画整理事業 区画整理事業の事業進捗に 
   合わせて下水道施設を整備する。 
   ・住宅造成事業 新規住宅団地または既住宅 
   団地の新築に合わせ合併浄化槽の設置を推進 
   する。 
   上記の事業を汚水処理施設交付金と併せて行 
  うことで、効率的かつ計画的に生活汚水の排出 
  が少なくなるため、水質の向上が図られる。 
 
 
 
６ 計画期間 

（略） 
 
７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

（略） 
 
８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が 
  必要と認める事項 

（略） 
 
 

  公共下水道 １，９４６人、浄化槽（個人設置 
 型） ２，１６０人 
 
 ［事業費］ 
  公共下水道 事業費 １，２３０，０００千円 
      （うち、交付金 ６１５，０００千円）

      単独事業費   ４３７，４００千円 
  浄化槽（個人設置型） 
        事業費   １６９，８４８千円 
      （うち、交付金  ５６，６１６千円）

  合計    事業費 １，３９９，８４８千円 
      （うち、交付金 ６７１，６１６千円）

      単独事業費   ４３７，４００千円 
 
  ５－３その他の事業 

  （１）区画整理事業 
     区画整理事業の事業進捗に合わせて下水 
    道施設を整備する。 
 
  （２）住宅造成事業 
     新規住宅団地または既住宅団地の新築に 
    合わせ浄化槽の設置を推進する。 
 
   上記の事業を汚水処理施設交付金と併せて行 
  うことで、効率的かつ計画的に生活汚水の排出 
  が少なくなるため、水質の向上が図られる。 

 
６ 計画期間 

（略） 
 
７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

（略） 
 
８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が 
  必要と認める事項 

（略） 
 
 

 


